
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

 
 
                          
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【開設場所】 

常滑市新開町６丁目１番地３２（裏面の案内地図をご覧ください。） 

【開設日】 ※市ホームページ（開設日カレンダー）をご覧ください。 

毎週 金・土・日・月・火曜日（年末年始は休み） 

※暴風警報発令時や降雪などの天候不良により、利用できない場合があります。 

【開設時間】 

朝８時３０分から１１時３０分まで ※時間外の搬入はできません。 

【回収するもの】 ※家庭から排出されるものが対象です。 

①資源物 

アルミ缶、スチール缶、びん（茶色、無色透明、その他）、生きびん、ペットボトル、電池 

類、新聞・折込みチラシ、雑誌・本、ダンボール、紙パック、布類、その他紙類 

②もえないごみ（陶器・ガラス類を除く） 

缶類（飲料缶以外）、鍋、やかん、コード・針金類など 

③陶器・ガラス類（少量の場合のみ） 

※大量の場合は、一般廃棄物最終処分場に搬入してください。（許可制） 

④パソコン（デスクトップ、ノート、一体型）、ワープロ、携帯電話 

 ※データは各自で消去してください。 

⑤プラスチック製容器包装 （プラスチック製品は搬入できません。） 

⑥家電製品（布製の家電および家電４品目を除く） 

電動ミシン、電子レンジ、空気清浄器、電気ストーブ、石油ストーブ、ガスコンロなど 

※布製家電（電気毛布、電気カーペット、マッサージチェアなど）、家電４品目（洗濯 

 機、冷蔵庫、テレビ、エアコンなど）は回収していません。 

⑦粗大ごみ（金属製・木製） 

自転車・一輪車、金属製ラック、物干し竿、たんす、本だな、いす、テーブル・机、 

ベッド、スプリング入りマットなど 

※布製粗大ごみ（ソファなど）は回収していません。 

⑧食用油 ⑨鉱物油（エンジンオイル） 

   ※天かすなどの異物は取り除き、油の入っていた容器やペットボトル等の容器に入れて 

 お持ちください。油は、各自でそれぞれの回収容器へ移し替えてください。 

⑩バッテリー 

⑪刈草・剪定枝(竹も含む) 

   ※刈草と剪定枝を分ける必要や袋・ひもで縛る必要はありません。 

 土をよく払ってからお持ちください。 

常滑市役所 生活環境課 TEL ０５６９－４７－６１１５（直通） 

 

【利用上のルール】 

★もえるごみ、布製の家電、家電４品目、布製の粗大ごみは持ち込めません。 

誤って持ち込んだ場合は、持ち帰っていただきます。係員の指示に従ってください。 

★交通事故防止ため、迂回ルートを利用し、車両出入口を守ってください。 

★あらかじめ、分別してからお持ち込みください。 



案 内 地 図 
【周辺地図と迂回ルート】 

 

 

【車両出入口と場内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資源物 
ルート 

競艇場西 

積水 LB テック㈱ 

名古屋メッキ工業㈱ 

ボートレースとこなめ南駐車場 

ウインボとこなめ 

浄化センター 

資源回収ステーション 

入口 

※各自でそれぞれのコンテナへ 

投入してください。 

資源回収ステーション見取図 

入口 

（資源物） 

出口 出口 入口 

（刈草・剪定枝） 

（株）INUI 

(株)テルミック 

 
至 イオンモール常滑 

刈草・剪定枝 
ルート 

資源物 
ルート 


